
参考資料１ 

道路分科会 事業評価部会の設置等道路分科会 事業評価部会の設置等



社会資本整備審議会 道路分科会 事業評価部会

北海道地方小委員会

東北地方小委員会

関東地方小委員会

北陸地方小委員会

中部地方小委員会

近畿地方小委員会

中国地方小委員会

四国地方小委員会

九州地方小委員会

沖縄地方小委員会

社会資本整備審議会令
第７条

道路分科会運営規則
第１条

部会等の設置 

 

（根拠法令等）国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号） 

       社会資本整備審議会令（平成１２年政令第２９９号） 

       社会資本整備審議会道路分科会運営規則 

 

１．組織図 

２．設置する部会等 

 ○事業評価部会（平成２２年８月設置） 

直轄事業等の事業評価にあたり意見を聴取すること等を目的として設置する。 

 ○地方小委員会（平成２２年８月設置） 

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、意見を

聴取すること等を目的として、地方ごとに設置する。 
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＜参考＞ 

■国土交通省設置法（抄） 

第三款 社会資本整備審議会  

第十三条  社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に

関する重要事項を調査審議すること。  

二  前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関（不動産業及び宅地に関する事項にあ

っては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関）に意見を述べ

ること。  

三  土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号）、公共用地の取得に関する特別措置法 

（昭和三十六年法律第百五十号）、建設業法 、都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）、

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 （昭和四十一年法律第一号）、明日

香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 （昭和五十

五年法律第六十号）、河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）、土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号）、道路法 

（昭和二十七年法律第百八十号）、住生活基本法 （平成十八年法律第六十一号）、住宅

地区改良法 （昭和三十五年法律第八十四号）第二十九条第三項 の規定によりその例に

よることとされる公営住宅法 の一部を改正する法律（平成八年法律第五十五号）の規

定による改正前の公営住宅法 （昭和二十六年法律第百九十三号）、住宅の品質確保の促

進等に関する法律 （平成十一年法律第八十一号）及び建築基準法 （昭和二十五年法律

第二百一号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。  

２  前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職

員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 
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■社会資本整備審議会令（抄） 

（分科会）  

第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

※他の分科会の規定は省略   

 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員等は、国土交通大臣が指名する。  

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。  

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があら

かじめ指名する者が、その職務を代理する。  

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とするこ

とができる。  

 

（部会）  

第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

２ 審議会に置かれる部会に属すべき委員等は、会長が指名する。  

３ 分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のうちから、

分科会長が指名する。  

４ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。  

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ

指名する者が、その職務を代理する。  

７ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）

は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。  

 

名称 所掌事務 

道路分

科会 

道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定により審議会の権限に

属させられた事項を処理すること。 
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社会資本整備審議会道路分科会運営規則

社会資本整備審議会運営規則第１０条の規定に基づき、社会資本整備審議会道路分科

会運営規則を次のとおり定める。

社会資本整備審議会道路分科会長

家田 仁

（小委員会の設置）

第１条 道路分科会長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査させる

ことができる。

（小委員会の委員）

第２条 小委員会に属すべき委員等（社会資本整備審議会令（平成十二年六月七日政令

第二百九十九号）第４条第５項の「委員等」という。以下同じ。）は、道路分科会

に属する委員等のうちから、道路分科会長が指名する。

（委員長）

第３条 小委員会に委員長を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから、道路分科

会長が指名する。

２ 小委員会は、委員長が招集する。

３ 委員長は、小委員会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び調

査事項を当該小委員会に属する委員等に通知する。

４ 委員長に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから道路分科

会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。

５ 委員長は、調査を終了したときは、速やかに調査結果を道路分科会長に報告す

るものとする。

（議事）

第４条 小委員会の議事については、社会資本整備審議会運営規則第４条から第７条ま

での規定を準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委

員長」と、「審議会」とあるのは「小委員会」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成２２年８月３日から施行する。

- 4-



- 5-



- 6-



- 7-


